
中堅・中小企業のＩＰＯ活性化のための施策の概要

日本経済
の現状

東証の
対応方針

具体的な
対応内容

新規産業の育成

ベンチャー企業の育成
※マザーズ対象(今年３月実施済)

 「利益の額」基準の見直し：事
業そのものの収益力で判定。
増益基調を前提としない基準
で判定。

 「企業の収益性」審査の見直
し：上場後において安定的に
利益を計上できる会社を上場
対象に（以上、次ページ参照）。

 「純資産の額」基準の見直し：
上場時点で有する財務基盤で
判定。

 直接一部上場時の「時価総
額」基準の見直し：最近の市
場環境を踏まえて緩和（500億
円以上⇒250億円以上）。

少子高齢化、人口減少に伴う国内需要低迷、デフレ長期化などの構造的問題
今年に入り、東日本大震災、タイの洪水、欧州危機に伴う円高が相次いで発生

かつてなく厳しい経済環境

経済環境等を踏まえた新規上場審査の見直し

 標準審査期間：標準審査期
間を３か月に設定。あわせて
審査スケジュールを予め提
示し、上場時期の予見可能
性を向上。

 親会社等を有する場合の提
出書類の簡素化：上場前に
提出する書類を上場後の適
時開示の内容と同様に簡素
化。

 上場前の組織再編に関する
取扱いの柔軟化：申請前に
合併等を実施している場合に
おける書類提出の基準を緩
和。

 標準審査期間：同左。

 上場後間もない会社の審査内容
の合理化：上場後の状況を中心に
審査することで簡略化。

 「売買高」基準の見直し：申請直前
の時期の売買高で判定。

 予備申請の新設：新規上場時と同
様に予備申請を可能に。

IPOに関する情報発信の強化

 主幹事候補証券会社の公表：新規
上場の主幹事業務を円滑に実施で
きる証券会社の一覧をHPで公表。

 IPOに関する説明会等の開催：全国
各地で積極的に開催。

一部指定審査手続の合理化

既存産業の活性化
雇用の大部分を支えるなど日本経済において重要な役割を果たしている
中堅・中小企業の活性化 ⇒ 技術開発、海外展開などの取組みを支援

※本則市場対象（来年３月実施予定）
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参考：企業の収益性に関する上場審査の見直し

対象期間及び水
準

対象利益

短期の業績にとらわれず、安定
的に利益を計上することができる
会社を上場させようとするもの

上場後に安定的に利益を
計上できることを確認

※下降トレンドである場合
も可

上場前後で見通しが良好
であることを確認

※下降トレンドである場合
は不可

損益及び収支の見通
しの観点

２．「企業の
継続性及び
収益性」
（実質審査）

時価総額

※利益の額を充たせ
ない場合の特例措置

利
益
の
額

項目

最近の市場環境を踏まえ見直す
もの

上場前の短期的な業績悪化によ
り基準を充たせなかった会社も
実質審査の対象とするもの

特別損失の発生により基準を充
たせなかった会社も実質審査の
対象とするもの

備考

５００億円以上

２年間総額５億円以上

経常利益

見直し後

次のいずれかを充足

・２期前１億円以上かつ直
前期４億円以上

・３期前１億円以上かつ直
前期４億円以上かつ３年
間合計６億円以上

経常利益及び税金等調整
前当期純利益

１．「利益の
額又は時価
総額」
（形式要件）

見直し前

１，０００億円以上
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